
規

則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
、
有
効
期
間
の
更
新
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
表
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
項
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
の
項
及
び
免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省

令
第
十
号
）
の
項
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
、
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
免

許
法
第
五
条
第
二
項
又
は
免
許
法
附
則
第
八
項
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
免

許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
又
は
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
一
部
の
履
修
に
関
す
る
証
明
書

（
以
下
「
免
許
状
更
新
講
習
修
了
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号

中
「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
・
新
教
育
領
域
の
追
加
願
」
の
下
に
「
（
様
式
第
一
）
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
中
「
履
歴
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
二
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
六
条

の
二
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
・
新
教
育
領
域
の

追
加
願
」
の
下
に
「
（
様
式
第
一
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
履
歴
書
」
の
下
に
「
（
様
式

第
二
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
中
「
、

以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
履
歴
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
二
）
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
、

以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
教
育
職
員
臨
時
免
許
状
検
定
授
与
・
新
教
育

領
域
の
追
加
願
」
の
下
に
「
（
様
式
第
九
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
項
に
お
い
て
」

を
削
る
。 

 

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
教
育
職
員
免
許
状
検
定
授
与
・
新
教
育
領
域
の
追
加
願
」
の
下
に
「
（
様
式
第
五
）
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
ロ
中
「
免
許
状
等
受
得
証
明
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
六
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中

「
、
以
下
同
じ
。
」
を
削
る
。 

 

第
五
条
の
三
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 



 

第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
、
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
特
別
非
常
勤

講
師
届
出
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
十
三
）
」
を
加
え
る
。 

 
第
六
条
第
三
号
中
「
履
歴
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
二
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
、
以

下
同
じ
。
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
教
科
に
関
す
る
証
明
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
十
五
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
章
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
様
式
第
二
十
五
、
正
副
各
一
通
と
す
る
。
」
を
「
様
式
第
十

八
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
様
式
第
二
十
六
」
を
「
様
式
第
十
八
の
二
」
に
改
め
、
第
六
章

中
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
七
」
を
「
様
式
第
十
九
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様

式
第
二
十
八
」
を
「
様
式
第
二
十
」
に
、
「
様
式
第
二
十
九
」
を
「
様
式
第
二
十
一
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
」
を
「
様
式
第
二
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様

式
第
三
十
一
」
を
「
様
式
第
二
十
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
様
式
第
三
十
二
」
を
「
様
式
第
二
十
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
埼
玉
県
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
六
章
を
第
五
章
と
す
る
。 

 

様
式
第
六
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
八
か
ら
様
式
第
二
十
四
ま
で
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
八
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
十
六
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
八
の
二
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
十
七
中
「
第
二
十
二
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

十
九
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
十
八
中
「
第
二
十
二
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

二
十
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
十
九
中
「
第
二
十
二
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

二
十
一
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
十
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

二
十
二
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

、
第

1
2
条
―
第

1
7
条

 

（
第

2
3
条
関
係
）
 

（
第

1
4
条
関
係
）
 

（
第

2
1
条
関
係
）
 

（
第

1
2
条
関
係
）
 

（
第

2
1
条
関
係
）
 

（
第

1
2
条
関
係
）
 



 

    様
式
第
２
３
（
第
１
４
条
関
係
）

 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

 
 

  

教
育

職
員

免
許

状
授

与
証

明
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

本
 籍

 地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
上
記
の
者
に
下
記
の
教
育
職
員
免
許
状
を
授
与
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

 

 

記
 

 

免
許

状
種

類
 

 

教
科
、
事
項
又
は
領
域

 
 

免
許

状
番

号
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号

 

授
与

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

授
与

権
者

 
 
埼
玉
県
教
育
委
員
会

 

追
加

し
た

領
域

及
び

 

追
加

年
月

日
 

領
 
域
 
名

 
追
加
年
月
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

根
拠

規
定

 
 

備
考

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

様
式
第
三
十
一
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
二
十
四
と
す
る
。 

 
 

 
附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第

四
十
号
）
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
し
な
い
普
通
免
許
状
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
授
与
し

た
も
の
に
限
り
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項

又
は
第
十
一
条
第
四
項
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
と
同
種
の
免
許
状
の
授
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
出
願
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
第

三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
第

2
4
条
関
係
）
 

（
第

1
5
条
関
係
）
 


